
（１）独立行政法人と同様に、監査機能やガバナンスを強化するとともに、役職員の再就職等に関し規制。

（２）教育研究の特性や大学の自治に配慮し、役員人事や法人評価等については固有の制度を整備。

改正方針

➢監事について、監査報告の作成、主務大臣への提

出書類の調査義務、役職員や子法人に対する調査

権限を法定化

➢監事調査の妨害に対する罰則

➢会計監査人について、会計に関する報告要求権、

子法人に対する報告要求権等を法定化

■ 監査機能の強化

➢主務大臣が評価を実施

➢総務省に独立行政法人評価制度委員会を置き、中

期目標策定、業務実績評価、中期目標期間終了時

の組織業務見直しにあたり、大臣への意見・勧告等

➢業務実績評価の結果を法人運営へ反映し、反映状

況を公表

➢評価結果を次期中期目標等に反映すべく、中期目

標期間終了前に達成状況を評価

➢主務大臣による法人への業務運営改善命令・不適

切業務等の是正命令

■主務大臣の責任による確実な中期目標管理

➢法人の長・監事は、主務大臣が内閣承認を得て任

命、役員の選定は公募等を行うよう努める

➢法人の長及び監事の任期を中期目標期間にあわ

せる

■役員の任命手続、任期の延長

➢密接関係法人等へのあっせんの禁止

➢営利企業等に対する法令等違反行為に関して行う

求職活動の禁止

➢再就職者から法令等違反行為の働きかけを受けた

役職員に対する届出義務

➢役職員の給与水準の策定に当たって、国家公務員

及び民間企業役員報酬等を考慮

■役職員の再就職規制と給与水準

➢役員の業務の忠実履行義務、職務遂行に伴う損害

賠償責任を規定

➢役員（監事を除く。）に対する、法人に著しい損害を

与える事実についての監事への報告義務

➢内部統制システムを業務方法書に記載

■内部ガバナンスの強化

＜法人法の対応＞

国立大学法人等の監査機能強化のため、
これらの規定を準用

国立大学法人等の内部ガバナンス強化
のため、これらの規定を準用

役員の任命手続や任期については、現
在の仕組みによる（監事の任期は４年に延
長）

教育研究の特性を踏まえ、引き続き、

国立大学法人評価委員会が評価を実施

評価等の客観性・公正性を確保するた

め、総務省の独立行政法人評価制度委

員会によりチェック

評価結果を法人運営へ反映、公表

中期目標期間の４年目終了時に達成

状況評価を実施し（暫定評価） 、評価結

果を次の中期目標等に反映
※暫定評価は、第3期中期目標期間（H28～）から実
施

主務大臣による違法行為等の是正要求

国立大学法人等の役職員の公正性を担

保し、給与水準の説明責任を果たすため、

これらの規定を準用

※このほか、独立行政法人及び国立大学法人等
は総務省の行政評価・監視の調査対象となる。

＜独法通則法の主な改正内容＞
※下線部は、24年法案との差異

独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法改正

参考資料３
国立大学法人評価委員会
総会(第50回)H27.3.3



[評価]
・各事業年度の評価の実施
・中期目標に係る業務の実績に
関する評価

[大臣認可等への意見]
・中期計画の認可
・中期目標期間の終了時の検討
・業務方法書の認可
・財務諸表の承認
・剰余金の繰越の認可
・短期借入金の認可
・財産処分の認可に際しての事前の
意見聴取
・役職員の報酬基準の評価委員会
への通知
・出資認可
・積立金処分の認可
・長期借入金及び債券の認可
・償還計画に関する認可

現行

参考：法人法における国立大学法人評価委員会の関与の変化

[評価]
・各事業年度の評価の実施
・中期目標に係る業務の実績に
関する評価

[大臣認可等への意見]
・中期計画の認可
・中期目標期間の終了時の検討

改正後

○ 現行法においては、中期目標・計画や財務諸表等の大臣の認可等に当たって、国立大学法人
評価委員会への意見聴取が義務づけられている。

○ 今般の法改正によって、この意見聴取のうち「財産関係の認可等」については、①認可に当たっ
て財務大臣への協議を課されおり主務大臣以外の第三者からのチェックが引き続き行われること、
②国立大学法人制度の発足以降認可等を行うノウハウが蓄積されてきたこと、③意見聴取を経ず
に認可等を行ったとしても、直ちに国立大学法人等の教育研究の特性をおかすおそれが高いもの
ではないことから、独立行政法人制度改革の考え方を援用し、国立大学評価委員会への意見聴取
規定を削除する。

○ 一方、「中期計画の認可等」については、①国立大学法人等は引き続き国立大学評価委員会が
中期計画の進捗状況を評価すること、②教育研究の質の向上に関する事項が含まれる中期計画
について文部科学大臣のみで認可することとした場合、国による介入につながり教育研究の自主
性を阻害するおそれがあることから、引き続き、文部科学大臣の認可に当たって、事前に国立大学
評価委員会への意見聴取を継続する。

ポイント
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○

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
第
文
二
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

中
期
目
標
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
一
条
の
四
）

第
三
章

中
期
目
標
等
（
第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
）

第
四
章

（
略
）

第
四
章

（
略
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
四
条
の
二
―
第
三
十
七
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
七
条
）

第
六
章

（
略
）

第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

国
立
大
学
法
人
等
は
、
準
用
通
則
法
第
四
十
八
条
本
文
に
規

８

国
立
大
学
法
人
等
は
、
準
用
通
則
法
第
四
十
八
条
第
一
項
本

定
す
る
重
要
な
財
産
の
う
ち
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
財
産

文
に
規
定
す
る
重
要
な
財
産
の
う
ち
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め

を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
譲
渡
し
た
財
産
に
係
る
部
分
と
し

る
財
産
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
譲
渡
し
た
財
産
に
係
る
部

て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
立
大

分
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該

学
法
人
等
に
対
す
る
政
府
か
ら
の
出
資
は
な
か
っ
た
も
の
と
し

国
立
大
学
法
人
等
に
対
す
る
政
府
か
ら
の
出
資
は
な
か
っ
た
も

、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
は
、
そ
の
額
に
よ
り
資
本
金
を
減
少

の
と
し
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
は
、
そ
の
額
に
よ
り
資
本
金

す
る
も
の
と
す
る
。

を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

監
事
は
、
国
立
大
学
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
。
こ
の
場
合

４

監
事
は
、
国
立
大
学
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
。

に
お
い
て
、
監
事
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員

（
新
設
）

に
対
し
て
事
務
及
び
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
国
立
大
学
法
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人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

監
事
は
、
国
立
大
学
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
準
用
通
則
法
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
認
定
及
び
届
出
に
係
る
書
類
並
び

に
報
告
書
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
を
文
部
科

学
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
調

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国

（
新
設
）

立
大
学
法
人
の
子
法
人
（
国
立
大
学
法
人
が
そ
の
経
営
を
支
配

し
て
い
る
法
人
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う

。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
子
法
人
の
業

務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の

（
新
設
）

報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

９

（
略
）

５

（
略
）

（
学
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
十
一
条
の
二

監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正
の

（
新
設
）

行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る

事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
学
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
文
部

科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

監
事
の
任
期
は
、
そ
の
任
命
後
四
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業

３

監
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
監
事
の

年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
準
用
通
則
法
第
三
十
八
条

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
承
認
の
時
ま
で
と

す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

間
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）
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（
業
務
の
範
囲
等
）

（
業
務
の
範
囲
等
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

（
略
）

４

（
略
）

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

監
事
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
。

４

監
事
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員

（
新
設
）

に
対
し
て
事
務
及
び
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
大
学
共
同
利

用
機
関
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

６

監
事
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
準
用

（
新
設
）

通
則
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
認
定
及
び
届
出
に
係
る

書
類
並
び
に
報
告
書
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類

を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

書
類
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
大

（
新
設
）

学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
子
法
人
（
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又

は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

８

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の

（
新
設
）

報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。
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９

（
略
）

５

（
略
）

（
機
構
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
二
十
五
条
の
二

監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正

（
新
設
）

の
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す

る
事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
機
構
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
範
囲
等
）

（
業
務
の
範
囲
等
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
評
価
等
）

第
三
十
一
条
の
二

国
立
大
学
法
人
等
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了

（
新
設
）

後
、
当
該
事
業
年
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

、
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
以
外
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績

二

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の

期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る

業
務
の
実
績

三

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度

に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業

務
の
実
績

２

国
立
大
学
法
人
等
は
、
前
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
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き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年

度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三

号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ

た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
、
評
価
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
立
大
学
法
人
等
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
報
告
書
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
三

評
価
委
員
会
に
よ
る
前
条
第
一
項
の
評
価
は

（
新
設
）

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
、

第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定

を
付
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実

績
に
関
す
る
評
価
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
中

期
計
画
の
実
施
状
況
の
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間

に
お
け
る
業
務
の
実
績
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
中
期
目

標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
あ
っ
て
は

、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
に
対
し
独
立
行

政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
四
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
実
施
を

要
請
し
、
当
該
評
価
の
結
果
を
尊
重
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

評
価
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す

る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期

間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
及
び
独
立
行
政
法
人
評
価
制

度
委
員
会
（
第
四
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
評
価
制
度
委
員
会

」
と
い
う
。
）
）
に
対
し
て
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
委
員
会
は
、
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必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
に
対

し
、
業
務
運
営
の
改
善
そ
の
他
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
３

評
価
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
（
同
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
通
知
に
係
る
事

項
及
び
そ
の
勧
告
の
内
容
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

評
価
制
度
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た

評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
評

価
委
員
会
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
評
価
制
度
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
意
見

の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
の
検
討
）

第
三
十
一
条
の
四

文
部
科
学
大
臣
は
、
評
価
委
員
会
が
第
三
十

（
新
設
）

一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終

了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了

時
ま
で
に
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
の
業
務
を
継
続
さ
せ
る
必

要
性
、
組
織
の
在
り
方
そ
の
他
そ
の
組
織
及
び
業
務
の
全
般
に

わ
た
る
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
国
立
大
学

法
人
等
に
関
し
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
検
討
の
結
果
及
び
同
項
の
規

定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
の
内
容
を
評
価
制
度
委
員
会
に
通
知
す

る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

評
価
制
度
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
国
立
大
学
法
人
等
の
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
ま

で
に
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
の
主
要
な
事
務
及
び
事
業
の
改

廃
に
関
し
、
文
部
科
学
大
臣
に
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
制
度
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
当

該
勧
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

評
価
制
度
委
員
会
は
、
前
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
文
部

科
学
大
臣
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
及
び

講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
三
十
二
条

国
立
大
学
法
人
等
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後

第
三
十
二
条

国
立
大
学
法
人
等
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後

の
事
業
年
度
に
係
る
準
用
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第

の
事
業
年
度
に
係
る
準
用
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定

二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の

に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の

う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目

う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目

標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
第
三
十
一
条
第
一

標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
前
条
第
一
項
の
認

項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変

可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認

更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め

可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第

ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
二
十
二

二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源

の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
立
大
学
法
人
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相

３

国
立
大
学
法
人
等
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に

当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を

相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額

控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫

を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
納
付
金
の
納
付
の
手
続
そ

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
納
付
金
の
納
付
の
手
続
そ

の
他
積
立
金
の
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る

の
他
積
立
金
の
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る

。

。

（
長
期
借
入
金
及
び
債
券
）

（
長
期
借
入
金
及
び
債
券
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
当
該
債
券
を

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、

発
行
し
た
国
立
大
学
法
人
等
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に

当
該
債
券
を
発
行
し
た
国
立
大
学
法
人
等
の
財
産
に
つ
い
て
他

先
立
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
。

４

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

８

（
略
）

（
償
還
計
画
）

（
償
還
計
画
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

（
削
る
）

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
違
法
行
為
等
の
是
正
）

第
三
十
四
条
の
二

文
部
科
学
大
臣
は
、
国
立
大
学
法
人
等
又
は

（
新
設
）

そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が
、
不
正
の
行
為
若
し
く
は
こ
の
法

律
若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
又
は
当
該
行

為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
立
大
学

法
人
等
に
対
し
、
当
該
行
為
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
立
大
学
法
人
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣

の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
行
為
の
是
正
そ
の

他
の
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
措
置
の

内
容
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
の
準
用
）

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
の
準
用
）
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第
三
十
五
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
条
、
第
七
条
第
二
項

第
三
十
五
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
条
、
第
七
条
第
二
項

、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
か
ら
第

、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
か
ら
第

十
七
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
四
、
第
二
十
一
条
の
五
、
第
二

十
七
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十

十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

八
条
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
第
一

項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
八
条
の
四
、
第
三

項
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら

十
一
条
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条

第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条

か
ら
第
五
十
条
の
十
ま
で
、
第
六
十
四
条
並
び
に
第
六
十
六
条

及
び
第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
国
立
大

の
規
定
は
、
国
立
大
学
法
人
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

学
法
人
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の

ら
の
規
定
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」

規
定
を
除
く
。
）
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学

と
、
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「

大
臣
」
と
、
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」

評
価
委
員
会
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
評
価
委
員
会
」
と
あ
る

と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法

の
は
「
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、

人
等
の
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
は
」
と
あ
る
の
は
「
国

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

立
大
学
法
人
等
は
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
と
」
と
あ
る

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
と
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
が

え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
が
」
と
、
「
中
期
目
標
管

理
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
に
」
と
、
「
中

期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等

役
職
員
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同

法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
ら
れ

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
ら
れ

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

る
独
立
行
政
法

字
句

る
独
立
行
政
法

字
句

人
通
則
法
の
規

人
通
則
法
の
規

定

定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
第
二

法
人
の
長

学
長

第
十
五
条
第
二

法
人
の
長

学
長

項
、
第
十
六
条

項
、
第
十
六
条

、
第
二
十
四
条

及
び
第
二
十
四
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、
第
二
十
五
条

条
か
ら
二
十
六

及
び
第
二
十
六

条
ま
で

条第
二
十
八
条
第

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
項

第
二
十
八
条
の

第
三
十
二
条
第
一

国
立
大
学
法
人
法
第

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

四

項
、
第
三
十
五
条

三
十
一
条
の
二
第
一

の
六
第
一
項
若
し

項

く
は
第
二
項
又
は

第
三
十
五
条
の
十

一
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項

第
三
十
条
第
一
項

同
法
第
三
十
一
条
第

の
中
期
計
画
及
び

一
項
に
規
定
す
る
中

第
三
十
一
条
第
一

期
計
画
（
以
下
「
中

項
の
年
度
計
画
、

期
計
画
」
と
い
う
。

第
三
十
五
条
の
五

）
及
び
第
三
十
一
条

第
一
項
の
中
長
期

第
一
項
の
年
度
計
画

計
画
及
び
第
三
十

五
条
の
八
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
三
十
一

条
第
一
項
の
年
度

計
画
又
は
第
三
十

五
条
の
十
第
一
項

の
事
業
計
画

第
三
十
一
条
第

中
期
目
標
管
理
法

国
立
大
学
法
人
等
（

第
三
十
一
条
第

（
新
設
）

（
新
設
）

一
項

人

国
立
大
学
法
人
法
第

一
項
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二
条
第
五
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人

等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

前
条
第
一
項

同
法
第
三
十
一
条
第

前
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第

一
項

三
十
一
条
第
一
項

（
削
る
）

（
削
る
）

中
期
計
画

同
項
に
規
定
す
る
中

期
計
画
（
以
下
「
中

期
計
画
」
と
い
う
。

）

主
務
省
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

主
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

（
新
設
）

（
新
設
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
三
十
三
条

中
期
目
標
の
期
間

国
立
大
学
法
人
法
第

三
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
中
期
目
標
（

以
下
「
中
期
目
標
」

と
い
う
。
）
の
期
間

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
三
十
四
条
第

考
慮
し
て

考
慮
す
る
と
と
も
に

二
項

、
独
立
行
政
法
人
大

学
評
価
・
学
位
授
与

機
構
に
対
し
独
立
行

政
法
人
大
学
評
価
・

学
位
授
与
機
構
法
（

平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
四
号
）
第
十
六

条
第
二
項
に
規
定
す
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る
国
立
大
学
及
び
大

学
共
同
利
用
機
関
の

教
育
研
究
の
状
況
に

つ
い
て
の
評
価
の
実

施
を
要
請
し
、
当
該

評
価
の
結
果
を
尊
重

し
て

第
三
十
八
条
第

（
次
条
第
一
項
の

及
び
会
計
監
査
報
告

第
三
十
八
条
第

監
事
の
意
見
（
次

監
事
及
び
会
計
監
査

二
項

規
定
に
よ
り
会
計

二
項

条
の
規
定
に
よ
り

人
の
意
見

監
査
人
の
監
査
を

会
計
監
査
人
の
監

受
け
な
け
れ
ば
な

査
を
受
け
な
け
れ

ら
な
い
独
立
行
政

ば
な
ら
な
い
独
立

法
人
に
あ
っ
て
は

行
政
法
人
に
あ
っ

、
監
査
報
告
及
び

て
は
、
監
事
及
び

会
計
監
査
報
告
。

会
計
監
査
人
の
意

以
下
同
じ
。
）

見
。
以
下
同
じ
。

）

第
三
十
八
条
第

及
び
監
査
報
告

並
び
に
監
査
報
告
及

第
三
十
八
条
第

及
び
監
事

並
び
に
監
事
及
び
会

三
項

び
会
計
監
査
報
告

四
項

計
監
査
人

第
三
十
八
条
第

総
務
省
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

四
項
第
二
号

第
三
十
九
条
第

独
立
行
政
法
人
（

国
立
大
学
法
人
等

第
三
十
九
条

独
立
行
政
法
人
（

国
立
大
学
法
人
等

一
項

そ
の
資
本
の
額
そ

そ
の
資
本
の
額
そ

の
他
の
経
営
の
規

の
他
の
経
営
の
規

模
が
政
令
で
定
め

模
が
政
令
で
定
め

る
基
準
に
達
し
な

る
基
準
に
達
し
な
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い
独
立
行
政
法
人

い
独
立
行
政
法
人

を
除
く
。
以
下
こ

を
除
く
。
）

の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

第
三
十
九
条
第

総
務
省
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
項
第
二
号

第
三
十
九
条
第

子
法
人
に

子
法
人
（
国
立
大
学

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

三
項

法
人
法
第
十
一
条
第

七
項
に
規
定
す
る
子

法
人
又
は
同
法
第
二

十
五
条
第
七
項
に
規

定
す
る
子
法
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

に

第
三
十
九
条
の

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
第
一
項

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
四
十
一
条
第

監
査
法
人
で
な
け

監
査
法
人
で
あ
る
こ

一
項

れ
ば
な
ら
な
い

と
を
要
し
、
そ
の
欠

格
事
由
に
つ
い
て
は

、
会
社
法
第
三
百
三

十
七
条
第
三
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
第
一
号
中
「
第

四
百
三
十
五
条
第
二

項
に
規
定
す
る
計
算

書
類
」
と
あ
る
の
は

、
「
国
立
大
学
法
人
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法
第
三
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
独
立

行
政
法
人
通
則
法
第

三
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
財
務
諸
表

」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る

第
四
十
二
条

財
務
諸
表
承
認
日

財
務
諸
表
承
認
日
（

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

国
立
大
学
法
人
法
第

三
十
五
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
同
項
の
財
務
諸

表
の
承
認
の
日
を
い

う
。
）

第
四
十
四
条
第

中
期
目
標
管
理
法

国
立
大
学
法
人
等

第
四
十
四
条
第

（
新
設
）

（
新
設
）

三
項

人
及
び
国
立
研
究

三
項

開
発
法
人

第
三
十
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第

第
三
十
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第

三
十
一
条
第
一
項

三
十
一
条
第
一
項

同
項
の
中
期
計
画

中
期
計
画

（
新
設
）

（
新
設
）

同
条
第
二
項
第
七

同
条
第
二
項
第
六
号

（
新
設
）

（
新
設
）

号
又
は
中
長
期
計

画
（
第
三
十
五
条

の
五
第
一
項
の
認

可
を
受
け
た
同
項

の
中
長
期
計
画
（
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同
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認

可
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
変
更
後

の
も
の
）
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）

の
第
三
十
五
条
の

五
第
二
項
第
七
号

第
四
十
四
条
第

（
略
）

（
略
）

第
四
十
四
条
第

（
略
）

（
略
）

四
項

五
項

第
四
十
五
条
第

第
三
十
条
第
二
項

国
立
大
学
法
人
法
第

第
四
十
五
条
第

第
三
十
条
第
二
項

国
立
大
学
法
人
法
第

一
項

第
四
号
、
国
立
研

三
十
一
条
第
二
項
第

一
項

第
四
号

三
十
一
条
第
二
項
第

究
開
発
法
人
の
中

四
号

四
号

長
期
計
画
の
第
三

十
五
条
の
五
第
二

項
第
四
号
又
は
行

政
執
行
法
人
の
事

業
計
画
（
第
三
十

五
条
の
十
第
一
項

の
認
可
を
受
け
た

同
項
の
事
業
計
画

（
同
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
変
更
の

認
可
を
受
け
た
と

き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。

）
の
第
三
十
五
条

の
十
第
三
項
第
四

号
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第
四
十
五
条
第

（
略
）

（
略
）

第
四
十
五
条
第

（
略
）

（
略
）

四
項

五
項

第
四
十
六
条
第

中
期
計
画
、
国
立

中
期
計
画

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
項

研
究
開
発
法
人
の

中
長
期
計
画
又
は

行
政
執
行
法
人
の

事
業
計
画

第
四
十
八
条

不
要
財
産
以
外
の

重
要
な
財
産

第
四
十
八
条
第

不
要
財
産
以
外
の

重
要
な
財
産

重
要
な
財
産

一
項

重
要
な
財
産

第
三
十
条
第
二
項

国
立
大
学
法
人
法
第

第
三
十
条
第
二
項

国
立
大
学
法
人
法
第

第
六
号
の
計
画
を

三
十
一
条
第
二
項
第

第
五
号

三
十
一
条
第
二
項
第

定
め
た
場
合
、
国

五
号
の
計
画
を
定
め

五
号

立
研
究
開
発
法
人

た
場
合
で
あ
っ
て
、

の
中
長
期
計
画
に

そ
の

お
い
て
第
三
十
五

条
の
五
第
二
項
第

六
号
の
計
画
を
定

め
た
場
合
又
は
行

政
執
行
法
人
の
事

業
計
画
に
お
い
て

第
三
十
五
条
の
十

第
三
項
第
六
号
の

計
画
を
定
め
た
場

合
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
の

第
五
十
条

（
略
）

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

（
略
）
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第
五
十
条
の
四

政
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
一
号

第
五
十
条
の
四

の
研
究
者

に
お
い
て
専
ら
研
究

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
三
号

又
は
教
育
に
従
事
す

る
者

研
究
に

研
究
又
は
教
育
に

（
新
設
）

（
新
設
）

第
五
十
条
の
四

第
三
十
二
条
第
一

国
立
大
学
法
人
法
第

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
四
号

項

三
十
一
条
の
二
第
一

項

第
五
十
条
の
四

第
三
十
五
条
第
一

国
立
大
学
法
人
法
第

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
第
五
号

項

三
十
一
条
の
四
第
一

項

政
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

第
五
十
条
の
四

政
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
三
項

第
五
十
条
の
四

総
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
四
項

第
五
十
条
の
四

政
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
五
項

第
五
十
条
の
四

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
六
項

第
五
十
条
の
六

政
令

文
部
科
学
省
令

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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、
第
五
十
条
の

七
第
一
項
、
第

五
十
条
の
八
第

三
項
及
び
第
五

十
条
の
九

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
五
十
二
条
第

実
績
及
び
中
期
計

実
績

三
項

画
の
第
三
十
条
第

二
項
第
三
号
の
人

件
費
の
見
積
り

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
六
十
五
条
第

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

一
項

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
三
十
六
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
財
務
大
臣

第
三
十
六
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
財
務
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一

二

第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一

条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五

条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
六

項
若
し
く
は
第
三
十
四
条
又
は
準
用
通
則
法
第
四
十
五
条
第

項
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
準
用
通
則
法
第
四
十

一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
準
用

五
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
若
し
く

通
則
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る

は
準
用
通
則
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を

と
き
。

し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
国
立
大
学
法
人
の
役
員
又
は
大
学
共
同
利

の
違
反
行
為
を
し
た
国
立
大
学
法
人
の
役
員
又
は
大
学
共
同
利

用
機
関
法
人
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

用
機
関
法
人
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
十
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
二
十
五

（
新
設
）
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条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
準
用
通
則
法
第
三
十
九
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨
げ
た
と
き
。

五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

七

（
略
）

六

（
略
）

八

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出

（
新
設
）

を
せ
ず
、
又
は
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
報
告
書
を
提
出
し
た
と
き
。

九

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
準
用
通
則
法
第
五
十
条
の

（
新
設
）

八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告

を
し
た
と
き
。

十

準
用
通
則
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
に
違
反

七

準
用
通
則
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
に
違
反

し
て
登
記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
。

し
て
登
記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
。

（
削
る
）

八

準
用
通
則
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
の

提
出
を
せ
ず
、
又
は
事
業
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
事
業
報
告
書
を
提

出
し
た
と
き
。

十
一

準
用
通
則
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て

九

準
用
通
則
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財

財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
、
監
査
報
告
又
は

務
諸
表
、
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
若
し
く
は
監
事
及
び

会
計
監
査
報
告
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
閲
覧
に
供
し
な
か
っ

会
計
監
査
人
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
を
備
え
置
か
ず
、
又

た
と
き
。

は
閲
覧
に
供
し
な
か
っ
た
と
き
。

十
二

準
用
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
業
務
上

十

準
用
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
業
務
上
の

の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。

余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。

（
削
る
）

十
一

準
用
通
則
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

２

第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
の
子
法
人
又

（
新
設
）

は
第
二
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

の
子
法
人
の
役
員
が
第
十
一
条
第
七
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条

第
七
項
又
は
準
用
通
則
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

調
査
を
妨
げ
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

附

則
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（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

第
十
四
条

国
は
、
当
分
の
間
、
国
立
大
学
法
人
等
に
対
し
、
そ

第
十
四
条

国
は
、
当
分
の
間
、
国
立
大
学
法
人
等
に
対
し
、
そ

の
施
設
の
整
備
で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項

の
施
設
の
整
備
で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項

第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
全

第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
全

部
又
は
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し

部
又
は
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
五
条
の

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
五
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
第
四
十
五
条
第
四
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
第
四
十
五
条
第
五
項
の

項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

第
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
十
四
条
第

第
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
十
四
条
第

一
項
」
と
す
る
。

一
項
」
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
条
、
附
則
第
三
条
、
附
則

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
条
、
附
則
第
三
条
、
附
則

第
十
五
条
関
係
）

第
十
五
条
関
係
）

国
立
大
学
法
人
の

国
立
大
学
の
名
称

主

た

る

事

理
事
の
員

国
立
大
学
法
人
の

国
立
大
学
の
名
称

主

た

る

事

理
事
の
員

名
称

務

所

の

所

数

名
称

務

所

の

所

数

在
地

在
地

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

総
合
研
究
大
学
院
大
学
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

二

総
合
研
究
大
学
院
大
学
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
と
の

及
び
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
と
の
緊
密

緊
密
な
連
係
及
び
協
力
の
下
に
教
育
研
究
を
行
う
も
の
と

な
連
係
及
び
協
力
の
下
に
教
育
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る

す
る
。

。

三

（
略
）

三

（
略
）


